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資料１－１－１ 山形大学教養教育実施会議規程 

（略） 

（連絡会） 

第８条 実施会議は，別表の授業区分ごとに教養教育の企画，調整等のため，連絡会を置く。 

２ 連絡会に関し必要な事項は，議長が実施会議に諮って定める。 

（領域等別授業担当教員会議） 

第９条 前条第１項に規定する連絡会の下に領域等別授業担当教員会議（以下「授業担当教員会議」という。）を置

く。 

２ 各授業担当教員会議の委員は，当該年度の各連絡会連絡員及び当該連絡会において授業担当教員の中から選出さ

れた者で構成する。 

３ 授業担当教員会議は次の事項を審議する。 

(1) 当該領域等の教育目標・教育内容の点検・見直し 

(2) 当該領域等のカリキュラム（授業科目の構成等）の点検・見直し 

(3) 当該領域等の授業の実施状況の点検・評価 

４ 授業担当教員会議は連絡会の座長が招集し，その議長となる。 

（略） 

附 則 

この規則は，平成１３年４月１日から施行する。 

（出典：事務局資料）

 

 

 

資料１－１－２ 新たな教養教育（基盤教育） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：結城プラン2010） 
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資料１－２－１ 入学者選抜に関する外部評価 

（出典：事務局資料） 

（出典：事務局資料） 
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（出典：事務局資料） 
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（出典：事務局資料） 

（出典：本学ホームページ） 

 

（出典：本学ホームページ） 

（農学部） 

資料１－３－１ 一般教育科目として開講する専門科目 

 
（平成２０年度）                   （平成２１年度） 

科目名 開講学部 
芸術文化基礎 人文学部 
人間文化入門総合講義 人文学部 
日本外交論（前期） 人文学部 
地域経済論 人文学部 
日本外交論（後期） 人文学部 
発達史地形学 地域教育文化学部 
個体群生態学 理学部 
生物環境学概論 農学部 
生物資源学概論 農学部 
生物生産学概論 農学部 
文化地理学 農学部 

 
（出典：事務局資料） 

科目名 開講学部 
民俗文化講義 人文学部 
人間文化入門総合講義 人文学部 
日本外交論（前期） 人文学部 
日本外交論（後期） 人文学部 
地域経済論 人文学部 
発達史地形学 地域教育文化学部 
個体群生態学 理学部 
生物環境学概論 農学部 
生物資源学概論 農学部 
生物生産学概論 農学部 
文化地理学 農学部 

 

資料１－４－１ 卒業研究に関する発表会 
 
  

 

（出典：事務局資料） 

（理学部） 
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資料１－５－１ 県内の高等教育機関との単位互換 

（出典：本学ホームページ）
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（出典：本学ホームページ）
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 資料１－５－２ 海外の高等教育機関との単位互換 

（出典：本学ホームページ）
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 資料１－６－１ 理工学研究科博士後期課程シラバス 

（出典：本学ホームページ）
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資料１－７－１ 教員の個人評価 

（出典：事務局資料）
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（出典：事務局資料） 
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（出典：本学ホームページ）
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国立大学法人山形大学における個別契約任期付教員に関する規程 
（目的） 
第１条 この規程は，国立大学法人山形大学（以下「本学」という。）が，国立大学法人山形大学職員人事規程（以
下「人事規程」という。）第４条第２項の規定に基づき，個別の契約により任期を定めて雇用する教員（以下「個
別契約任期付教員」という。）について必要な事項を定めることを目的とする。 

（適用範囲） 
第２条 この規程を適用し雇用することができる個別契約任期付教員は，人事規程別表に定める教員のうち，先進的
な研究又は特に重要な事業に基づき実施される教育・研究に従事する教授，准教授，講師，助教及び助手とする。

（採用方法） 
第３条 個別契約任期付教員の採用は，選考によるものとし，公募を原則とする。 
２ 前項の選考は，国立大学法人山形大学教員選考規程により，当該教授会，研究科委員会若しくは役員会の議又は
基盤教育院会議若しくは保健管理センター運営会議の意見を踏まえた当該運営会議議長の決定に基づき学長が行
う。 

（略） 
（雇用期間等） 
第５条 個別契約任期付教員は，個別の契約により，５年を限度として雇用期間を定める。 
２ 前項の雇用期間が５年に満たないときは，採用時から５年に至るまでの期間を更新することができる。 
３ 雇用期間は，国立大学法人山形大学職員就業規則（以下「就業規則」という。）第１９条に規定する定年退職日
を超えることができない。 

４ 個別契約任期付教員には，就業規則第２０条の規定は適用しない。 
（略） 

附 則 
この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 
 

（出典：山形大学例規集）

 

国立大学法人山形大学教員選考規程 
（目的） 
第１条 この規程は、国立大学法人山形大学（以下「本学」という。）の教授，准教授，講師（常勤に限る。），助
教及び助手（以下「大学教育職員」という。）の選考について定めることを目的とする。 

（選考） 
第２条 大学教育職員の選考は，本学が総合大学として水準の高い教育研究の推進を目指す大学であることに鑑み，
人格及び識見ともに優れた者について，その教育業績，研究業績，教授能力等を総合的に判断して行うものとする。

２ 大学教育職員の選考は，各学部，各研究科，基盤教育院，保健管理センター及び役員会（以下「部局」という。）
が定めた理念及び目標に沿って行うものとする。 

３ 大学教育職員の選考は，公募を原則とし，特定の大学出身者に偏ることなく，国内外又は性別を問わず広く適任
者を求めるものとする。 

（教授の資格） 
第３条 教授となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，大学における教育を担当するにふさわ
しい教育上の能力を有すると認められる者とする。 

(1) 博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し，研究上の業績を有する者 
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 
(3) 学位規則（昭和２８年文部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学位（外国において授与されたこれに相当
する学位を含む。）を有し，当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者 

(4) 大学において教授，准教授又は専任の講師の経歴（外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。）
のある者 

(5) 芸術，体育等については，特殊な技能に秀でていると認められる者 
(6) 専攻分野について，特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 

（略） 
附 則 

この基準は，平成１６年４月１日から施行する。 
 

（出典：山形大学例規集）

資料１－７－２ 教員の選考に関する規程 
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資料１－８－１ 教育の質の改善に関する成果報告書 
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資料１－９－１ サークル棟の新設 

【小白川キャンパスに新設したサークル棟】 
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 資料１－10－１ 課外活動の活性化 

Ｈ２０ 元気プロジェクト Ｈ２１ 元気プロジェクト 

Ｈ２０ 元気プロジェクト表彰式 女子剣道部 ベスト１６

（出典：本学ホームページ）

この部分は著作権の関係で掲載できません。

この部分は著作権の関係で掲載
できません。

この部分は著作権の関係で掲載
できません。
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 資料２－１－１ ＹＵ－ＣＯＥ（山形大学先進的研究拠点） 

【分子疫学に関する研究】 

【有機ＥＬに関する研究】 

【核子スピンに関する研究】 

（出典：結城プラン２０１０）
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 資料２－１－２ 山形大学ＹＵ－ＣＯＥ推進本部規程 

（出典：山形大学例規集）
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資料２－２－１ 組織評価 
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（出典：本学ホームページ）



山形大学 

 21

 資料２－３－１ 学位論文要旨・科学研究費補助金報告書 

（出典：本学ホームページ）
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資料２－４－１ テニュア・トラック推進特区 

1 

2 
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3 

（出典：本学ホームページ）
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 資料２－５－１ 機器分析センターにおける共同利用機器一覧 

（出典：事務局資料）

【総合研究所に設置した高感度加速器質量分析装置】 
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資料２－６－１ 研究成果の公開 

（出典：本学ホームページ） 

【山形大学出版会から刊行】 

 
 
 
 
この部分は著作権の 

関係で掲載できませ 

ん。 
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資料２－７－１ １学部・部門１プロジェクト 

（出典：事務局資料）
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 資料３－１－１ 高大連携等の充実に向けた取組 

（出典：ＳＣＩＴＡセンターパンフレット）

（出典：本学ホームページ） 

 

 

この部分は著作権の関係で 

掲載できません。 
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 資料３－２－１ 地域共同研究センターにおける取組 

（出典：本学ホームページ） 

（出典：事務局資料） 
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資料３－３－１ 国際シンポジウム 

【グローバルＣＯＥプログラム国際シンポジウム（平成21年11月6日～7日開催）】

資料３－４－１ 学術交流協定一覧 

（出典：事務局資料）

資料３－５－１ 海外拠点の設置 

【ハノイ分室】 【ハルビン分室】 

 
 

この部分は著作権の関係で掲載できません。 

 

 
 
 
この部分は著作権の関係 

で掲載できません。 

 

 
 
この部分は著作権の関係 

で掲載できません。 

 




